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基本条件選定除外範囲
狐禅寺地区
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第１次選定除外条件
１　自然公園地域
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第１次選定除外条件
２　自然環境保全地域
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第１次選定除外条件
３　環境緑地保全地域
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第１次選定除外条件
４　鳥獣保護区特別保護地区

5



第１次選定除外条件
５　国有林
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第１次選定除外条件
６　保安林
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第１次選定除外条件
７　河川区域
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第１次選定除外条件
８　緑の回廊
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第１次選定除外条件
９　砂防指定地
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第１次選定除外条件
10　急傾斜地崩壊危険区域
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第１次選定除外条件
11　地すべり防止区域
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第１次選定除外条件
12　地すべり危険地区
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第１次選定除外条件
13　山腹崩壊危険地区

14



第１次選定除外条件
14　なだれ危険地区
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第１次選定除外条件
15　崩壊土砂流出危険地区
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第１次選定除外条件
16　土石流危険渓流

17



第１次選定除外条件
17　地すべり地形分布図
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第１次選定除外条件
18　浸水想定区域

19



第１次選定除外条件
19　都市計画区域
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第１次選定除外条件
20　文化財等
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第１次選定除外条件
21　埋蔵文化財包蔵地
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第１次選定除外条件
22　重要文化的景観
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第１次選定除外条件
23　巨樹・巨木林
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第１次選定除外条件
24　景観地区・準景観地区
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第１次選定除外条件
全条件を重ねたもの
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第１次選定結果

除外されなかった区域

国土地理院の電子地形図（タイル）に候補地の位置を追記して掲載
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寄せられた情報と各選定段階の除外条件 

№ 

寄せられた情報 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設 一般廃棄物最終処分場 

備考
主な字名 おおよその

面積 

対象施設 

第１次選定 

除外条件

第２次選定除外条件 

第１次選定 

除外条件 

第２次選定除外条件 

エネルギー
回収型 

一般廃棄物
処理施設 

一般廃棄物
最終処分場

両施設の 
一体整備 

人口分布 
土地造成 

の容易性 

構造物等 

の有無 

公共投資 

ｴﾘｱの回避 

隣接自治体 

からの距離 

運搬経費 

の経済性 

学校病院等 

からの距離 
公共施設 

ｲﾝﾌﾗ整備状

況・道路状況

構造物等 

の有無 
人口分布 

組合管内にお

ける人口重心

から半径15km

の範囲 

250m ﾒｯｼｭで

分割したｴﾘｱ

内の平均斜度

が 20%以下 

国道、地方主

要道、工場等

の大規模構造

物の影響のな

い場所 

構成市町等に

確認し影響の

ない場所 

行 政 境 か ら

500m の範囲

外 

運搬経費の指

標が 1.4以下 

文教施設及び

構成施設から

300m 以上離

れている 

住民等が日常

に利用する施

設から 300m

以上離れてい

る 

国道、主要地

方 道 か ら

1.5km 以内 

国道、地方主

要道、工場等

の大規模構造

物の影響のな

い場所 

組合管内にお

ける人口重心

か ら 半 径

15km の範囲 

１ 一関市弥栄字丑子畑 9.6ha   ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ 

２ 平泉町平泉字南沢 7.3ha ○ ○  ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × 

３ 一関市萩荘字栃倉 4.2ha  ○         × ○ ○ × ○ × 

４ 一関市花泉町金沢字滝ノ沢外 84.7ha   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ 

５ 一関市花泉町老松字蛭沢西平外 10.5ha  ○         ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

６ 一関市舞川字河賀慶 22.0ha ○  ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

７ 一関市滝沢字藤 15.9ha ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       

８ 一関市弥栄字丑子畑 1.4ha ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ 面積不足 

９ 一関市厳美町字外谷地 2.2ha ○   ○ × ○ ○ ○ ○ ×       面積不足 

10 一関市滝沢字草刈場 7.3ha ○  ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 

11 一関市滝沢字道目木外 20.5ha ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

12 一関市千厩町奥玉字入山沢外 309.8ha ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 
西側一部 

○ 

13 一関市千厩町千厩字北ノ沢外 20.8ha ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

14 一関市千厩町千厩字下木六 4.1ha  ○         ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15 一関市花泉町花泉字駒場外 49.5ha ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

16-1 一関市花泉町老松字下宮沢 10.0ha ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ 

16-2 一関市花泉町日形字中通 25.6ha  ○         ○ ○ ○ × ○ ○ 

17 一関市弥栄字丑子畑 2.1ha ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 面積不足

18 一関市弥栄字石名坂外 11.8ha ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

計 18 13 12 ９              
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第２次選定絞込み条件
人口分布
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国土地理院の電子地形図（タイル）に候補地の位置を追記して掲載



第２次選定絞込み条件
土地造成の容易性
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第２次選定絞込み条件
公共投資エリアの回避
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第２次選定絞込み条件
隣接自治体からの距離
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第２次選定追加絞込み条件
運搬経費の経済性
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第２次選定
比較評価対象候補地
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第２次選定比較評価項目
評価対象地内人口
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第２次選定比較評価項目
道路状況
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第２次選定比較評価項目
インフラ整備状況（上水・簡水）
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第２次選定比較評価項目
土地造成の容易性
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第２次選定比較評価項目
運搬経費の経済性
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第２次選定比較評価結果表

対象地内人口が10人
以下

◎ 対象面積が12ha以上 ◎
国道・主要地方道から
の距離が1km以内

◎
取付道の幅員が3m以
上

◎
空地、未利用地（工業
団地内の区画を含む）

◎
上水道等の給水エリア
内

◎
構造物を避けて5ha程
度確保可能

◎ 平均斜度が9％以下 ◎
構成市町が所有する
土地であり且つ住民等
からの情報提供がある

◎
運搬経費が最小エリア
の1.2倍以下

◎

対象地内人口が11人
以上30人以下

○
対象面積が6ha以上
12ha未満

○
国道・主要地方道から
の距離が1km以内距離
が1km超1.5km以下

○
取付道の幅員が1.5m
以上3m未満

○
工場用地（施設敷を除
く）、山林、農地等

○
上水道等の給水エリア
外

○
構造物を避けずに5ha
確保できないが、構造
物の移転が可能

○
平均斜度が9％超15％
以下

○
構成市町が所有する
土地である又は住民等
かたの情報提供がある

○
運搬経費が最小エリア
の1.2倍超1.3倍以下

○

対象地内人口が31人
以上

△ 対象面積が6ha未満 △
国道・主要地方道から
の距離が1.5km超

△
取付道の幅員が1.5m
未満又は取付道がな
い

△
住宅用地、商業施設用
地等

△
構造物を避けずに5ha
程度確保できず、構造
物の移転が困難

△ 平均斜度が15％超 △
構成市町が所有する
土地でなく住民等から
の情報提供がない

△
運搬経費が最小エリア
の1.3倍超

△

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

一関市 113 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 60

一関市 82 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 58

一関市 112 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 58

一関市 141 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 58

一関市 215 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 58

一関市 218 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 ○ 6 ◎ 10 58

一関市 60 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 ○ 6 ◎ 10 56

一関市 81 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 56

一関市 89 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 56

一関市 93 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 6 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 56

一関市 95 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 ○ 6 ◎ 10 56

一関市 118 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 56

一関市 119 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 56

一関市 130 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 56

一関市 138 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 56

一関市 139 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 56

一関市 154 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ○ 6 56

一関市 199 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 ○ 6 △ 2 56

一関市 219 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 ○ 6 ○ 6 56

一関市 222 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 56

一関市 225 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 ○ 6 ○ 6 56

一関市 233 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 ○ 6 ○ 6 56

一関市 21 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 23 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 62 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 75 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 77 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 87 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 99 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 6 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 54

施設で使用する水を確保するた
め、上水道等のインフラの整備状
況に応じて評価する

基礎要素（×1） 重要要素（×2）

総合
評価

（1）評価対象地内人口 （2）敷地面積 （3）道路状況 （4）取付道の有無 （5）土地の利用状況
（6）インフラ整備状況
（上水・簡水）

稼働後の埋立造成等の騒音や振
動等による住民生活への影響を
考え、候補地の近隣人口数に応じ
て評価する
※近隣人口数は250mメッシュの人
口分布データから判断する

敷地面積に余裕があれば施設の
配置計画や拡張性が柔軟になる
ことから、面積に応じて評価する

工事の容易性に影響するため、国
道・主要地方道からの距離に応じ
て評価する

候補地までの道路整備コストに影
響するため、国道・主要地方道か
ら候補地までの取付道の状況に
応じて評価する

土地造成及び取得の容易性に影
響するため、候補地の土地の利用
状況に応じて評価する

主要地方道や工場等の大規模構
造物については除外しているが、
その他の構造物の状況に応じて
評価する

造成費は事業に大きく影響するこ
とから、造成に影響する候補地の
平均斜度に応じて評価する
※平均斜度は250mメッシュの平均
斜度データより判断

土地取得の容易性に影響するた
め、構成市町が所有する土地か
否か、住民等からの情報提供の
状況に応じて評価する
※情報提供は、基本条件を満たす
情報のみを指し、基本条件を満た
さない情報は評価の対象としない

管内全域のごみ集積所から搬入
を受けるため、運搬経費の評価に
応じて評価する
※運搬経費の評価は、絞込み条
件で算出した結果を使用する

（7）構造物 （8）土地造成の容易性 （9）土地取得の容易性 （10）運搬経費の経済性

比較項目

候補対象地
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対象地内人口が10人
以下

◎ 対象面積が12ha以上 ◎
国道・主要地方道から
の距離が1km以内

◎
取付道の幅員が3m以
上

◎
空地、未利用地（工業
団地内の区画を含む）

◎
上水道等の給水エリア
内

◎
構造物を避けて5ha程
度確保可能

◎ 平均斜度が9％以下 ◎
構成市町が所有する
土地であり且つ住民等
からの情報提供がある

◎
運搬経費が最小エリア
の1.2倍以下

◎

対象地内人口が11人
以上30人以下

○
対象面積が6ha以上
12ha未満

○
国道・主要地方道から
の距離が1km以内距離
が1km超1.5km以下

○
取付道の幅員が1.5m
以上3m未満

○
工場用地（施設敷を除
く）、山林、農地等

○
上水道等の給水エリア
外

○
構造物を避けずに5ha
確保できないが、構造
物の移転が可能

○
平均斜度が9％超15％
以下

○
構成市町が所有する
土地である又は住民等
かたの情報提供がある

○
運搬経費が最小エリア
の1.2倍超1.3倍以下

○

対象地内人口が31人
以上

△ 対象面積が6ha未満 △
国道・主要地方道から
の距離が1.5km超

△
取付道の幅員が1.5m
未満又は取付道がな
い

△
住宅用地、商業施設用
地等

△
構造物を避けずに5ha
程度確保できず、構造
物の移転が困難

△ 平均斜度が15％超 △
構成市町が所有する
土地でなく住民等から
の情報提供がない

△
運搬経費が最小エリア
の1.3倍超

△

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

施設で使用する水を確保するた
め、上水道等のインフラの整備状
況に応じて評価する

基礎要素（×1） 重要要素（×2）

総合
評価

（1）評価対象地内人口 （2）敷地面積 （3）道路状況 （4）取付道の有無 （5）土地の利用状況
（6）インフラ整備状況
（上水・簡水）

稼働後の埋立造成等の騒音や振
動等による住民生活への影響を
考え、候補地の近隣人口数に応じ
て評価する
※近隣人口数は250mメッシュの人
口分布データから判断する

敷地面積に余裕があれば施設の
配置計画や拡張性が柔軟になる
ことから、面積に応じて評価する

工事の容易性に影響するため、国
道・主要地方道からの距離に応じ
て評価する

候補地までの道路整備コストに影
響するため、国道・主要地方道か
ら候補地までの取付道の状況に
応じて評価する

土地造成及び取得の容易性に影
響するため、候補地の土地の利用
状況に応じて評価する

主要地方道や工場等の大規模構
造物については除外しているが、
その他の構造物の状況に応じて
評価する

造成費は事業に大きく影響するこ
とから、造成に影響する候補地の
平均斜度に応じて評価する
※平均斜度は250mメッシュの平均
斜度データより判断

土地取得の容易性に影響するた
め、構成市町が所有する土地か
否か、住民等からの情報提供の
状況に応じて評価する
※情報提供は、基本条件を満たす
情報のみを指し、基本条件を満た
さない情報は評価の対象としない

管内全域のごみ集積所から搬入
を受けるため、運搬経費の評価に
応じて評価する
※運搬経費の評価は、絞込み条
件で算出した結果を使用する

（7）構造物 （8）土地造成の容易性 （9）土地取得の容易性 （10）運搬経費の経済性
比較項目

候補対象地

一関市 107 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 117 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 128 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 129 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 132 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 140 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 54

一関市 149 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ○ 6 54

一関市 160 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ○ 6 54

一関市 164 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ○ 6 54

一関市 188 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ○ 6 54

一関市 193 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ○ 6 54

一関市 209 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ○ 6 54

一関市 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 52

一関市 5 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 8 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 52

一関市 9 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 △ 2 ○ 6 ◎ 10 52

一関市 25 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 52

一関市 41 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 48 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 52

一関市 55 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 52

一関市 56 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 52

一関市 57 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 52

一関市 64 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 52

一関市 78 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 84 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 85 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 90 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 91 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 100 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 6 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 52

一関市 104 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52
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対象地内人口が10人
以下

◎ 対象面積が12ha以上 ◎
国道・主要地方道から
の距離が1km以内

◎
取付道の幅員が3m以
上

◎
空地、未利用地（工業
団地内の区画を含む）

◎
上水道等の給水エリア
内

◎
構造物を避けて5ha程
度確保可能

◎ 平均斜度が9％以下 ◎
構成市町が所有する
土地であり且つ住民等
からの情報提供がある

◎
運搬経費が最小エリア
の1.2倍以下

◎

対象地内人口が11人
以上30人以下

○
対象面積が6ha以上
12ha未満

○
国道・主要地方道から
の距離が1km以内距離
が1km超1.5km以下

○
取付道の幅員が1.5m
以上3m未満

○
工場用地（施設敷を除
く）、山林、農地等

○
上水道等の給水エリア
外

○
構造物を避けずに5ha
確保できないが、構造
物の移転が可能

○
平均斜度が9％超15％
以下

○
構成市町が所有する
土地である又は住民等
かたの情報提供がある

○
運搬経費が最小エリア
の1.2倍超1.3倍以下

○

対象地内人口が31人
以上

△ 対象面積が6ha未満 △
国道・主要地方道から
の距離が1.5km超

△
取付道の幅員が1.5m
未満又は取付道がな
い

△
住宅用地、商業施設用
地等

△
構造物を避けずに5ha
程度確保できず、構造
物の移転が困難

△ 平均斜度が15％超 △
構成市町が所有する
土地でなく住民等から
の情報提供がない

△
運搬経費が最小エリア
の1.3倍超

△

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

施設で使用する水を確保するた
め、上水道等のインフラの整備状
況に応じて評価する

基礎要素（×1） 重要要素（×2）

総合
評価

（1）評価対象地内人口 （2）敷地面積 （3）道路状況 （4）取付道の有無 （5）土地の利用状況
（6）インフラ整備状況
（上水・簡水）

稼働後の埋立造成等の騒音や振
動等による住民生活への影響を
考え、候補地の近隣人口数に応じ
て評価する
※近隣人口数は250mメッシュの人
口分布データから判断する

敷地面積に余裕があれば施設の
配置計画や拡張性が柔軟になる
ことから、面積に応じて評価する

工事の容易性に影響するため、国
道・主要地方道からの距離に応じ
て評価する

候補地までの道路整備コストに影
響するため、国道・主要地方道か
ら候補地までの取付道の状況に
応じて評価する

土地造成及び取得の容易性に影
響するため、候補地の土地の利用
状況に応じて評価する

主要地方道や工場等の大規模構
造物については除外しているが、
その他の構造物の状況に応じて
評価する

造成費は事業に大きく影響するこ
とから、造成に影響する候補地の
平均斜度に応じて評価する
※平均斜度は250mメッシュの平均
斜度データより判断

土地取得の容易性に影響するた
め、構成市町が所有する土地か
否か、住民等からの情報提供の
状況に応じて評価する
※情報提供は、基本条件を満たす
情報のみを指し、基本条件を満た
さない情報は評価の対象としない

管内全域のごみ集積所から搬入
を受けるため、運搬経費の評価に
応じて評価する
※運搬経費の評価は、絞込み条
件で算出した結果を使用する

（7）構造物 （8）土地造成の容易性 （9）土地取得の容易性 （10）運搬経費の経済性
比較項目

候補対象地

一関市 109 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 114 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 121 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 134 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 137 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 52

一関市 147 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 52

一関市 153 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 52

一関市 162 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 52

一関市 173 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 △ 2 52

一関市 183 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 52

一関市 184 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 △ 2 52

一関市 186 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 △ 2 52

一関市 187 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 △ 2 52

一関市 189 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 52

一関市 213 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 52

一関市 217 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 ○ 6 ○ 6 52

一関市 31 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 50

一関市 40 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 50

一関市 59 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 50

一関市 70 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 50

一関市 74 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 50

一関市 86 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 50

一関市 101 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 50

一関市 103 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 50

一関市 108 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 50

一関市 110 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 50

一関市 124 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 50

一関市 125 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 ○ 6 ◎ 10 50

一関市 126 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 50

一関市 131 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 50
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対象地内人口が10人
以下

◎ 対象面積が12ha以上 ◎
国道・主要地方道から
の距離が1km以内

◎
取付道の幅員が3m以
上

◎
空地、未利用地（工業
団地内の区画を含む）

◎
上水道等の給水エリア
内

◎
構造物を避けて5ha程
度確保可能

◎ 平均斜度が9％以下 ◎
構成市町が所有する
土地であり且つ住民等
からの情報提供がある

◎
運搬経費が最小エリア
の1.2倍以下

◎

対象地内人口が11人
以上30人以下

○
対象面積が6ha以上
12ha未満

○
国道・主要地方道から
の距離が1km以内距離
が1km超1.5km以下

○
取付道の幅員が1.5m
以上3m未満

○
工場用地（施設敷を除
く）、山林、農地等

○
上水道等の給水エリア
外

○
構造物を避けずに5ha
確保できないが、構造
物の移転が可能

○
平均斜度が9％超15％
以下

○
構成市町が所有する
土地である又は住民等
かたの情報提供がある

○
運搬経費が最小エリア
の1.2倍超1.3倍以下

○

対象地内人口が31人
以上

△ 対象面積が6ha未満 △
国道・主要地方道から
の距離が1.5km超

△
取付道の幅員が1.5m
未満又は取付道がな
い

△
住宅用地、商業施設用
地等

△
構造物を避けずに5ha
程度確保できず、構造
物の移転が困難

△ 平均斜度が15％超 △
構成市町が所有する
土地でなく住民等から
の情報提供がない

△
運搬経費が最小エリア
の1.3倍超

△

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

施設で使用する水を確保するた
め、上水道等のインフラの整備状
況に応じて評価する

基礎要素（×1） 重要要素（×2）

総合
評価

（1）評価対象地内人口 （2）敷地面積 （3）道路状況 （4）取付道の有無 （5）土地の利用状況
（6）インフラ整備状況
（上水・簡水）

稼働後の埋立造成等の騒音や振
動等による住民生活への影響を
考え、候補地の近隣人口数に応じ
て評価する
※近隣人口数は250mメッシュの人
口分布データから判断する

敷地面積に余裕があれば施設の
配置計画や拡張性が柔軟になる
ことから、面積に応じて評価する

工事の容易性に影響するため、国
道・主要地方道からの距離に応じ
て評価する

候補地までの道路整備コストに影
響するため、国道・主要地方道か
ら候補地までの取付道の状況に
応じて評価する

土地造成及び取得の容易性に影
響するため、候補地の土地の利用
状況に応じて評価する

主要地方道や工場等の大規模構
造物については除外しているが、
その他の構造物の状況に応じて
評価する

造成費は事業に大きく影響するこ
とから、造成に影響する候補地の
平均斜度に応じて評価する
※平均斜度は250mメッシュの平均
斜度データより判断

土地取得の容易性に影響するた
め、構成市町が所有する土地か
否か、住民等からの情報提供の
状況に応じて評価する
※情報提供は、基本条件を満たす
情報のみを指し、基本条件を満た
さない情報は評価の対象としない

管内全域のごみ集積所から搬入
を受けるため、運搬経費の評価に
応じて評価する
※運搬経費の評価は、絞込み条
件で算出した結果を使用する

（7）構造物 （8）土地造成の容易性 （9）土地取得の容易性 （10）運搬経費の経済性
比較項目

候補対象地

一関市 133 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 ○ 6 50

一関市 150 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 50

一関市 165 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 50

一関市 196 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 ○ 6 △ 2 50

一関市 208 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 △ 2 50

一関市 220 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 50

一関市 224 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 50

一関市 235 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 50

一関市 4 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 48

平泉町
一関市

7 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 48

一関市 29 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 ○ 6 △ 2 48

一関市 33 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 48

一関市 37 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 48

一関市 42 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 48

一関市 44 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 48

一関市 47 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 48

一関市 49 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 48

一関市 54 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 48

一関市 65 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 48

一関市 66 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 48

一関市 67 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 48

一関市 69 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 48

一関市 79 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 48

一関市 83 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 6 ○ 6 △ 2 ◎ 10 48

一関市 111 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 48

一関市 115 ○ 3 △ 1 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ◎ 10 48

一関市 142 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 48

一関市 143 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ○ 6 48

一関市 144 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ○ 6 48

一関市 151 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 48
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対象地内人口が10人
以下

◎ 対象面積が12ha以上 ◎
国道・主要地方道から
の距離が1km以内

◎
取付道の幅員が3m以
上

◎
空地、未利用地（工業
団地内の区画を含む）

◎
上水道等の給水エリア
内

◎
構造物を避けて5ha程
度確保可能

◎ 平均斜度が9％以下 ◎
構成市町が所有する
土地であり且つ住民等
からの情報提供がある

◎
運搬経費が最小エリア
の1.2倍以下

◎

対象地内人口が11人
以上30人以下

○
対象面積が6ha以上
12ha未満

○
国道・主要地方道から
の距離が1km以内距離
が1km超1.5km以下

○
取付道の幅員が1.5m
以上3m未満

○
工場用地（施設敷を除
く）、山林、農地等

○
上水道等の給水エリア
外

○
構造物を避けずに5ha
確保できないが、構造
物の移転が可能

○
平均斜度が9％超15％
以下

○
構成市町が所有する
土地である又は住民等
かたの情報提供がある

○
運搬経費が最小エリア
の1.2倍超1.3倍以下

○

対象地内人口が31人
以上

△ 対象面積が6ha未満 △
国道・主要地方道から
の距離が1.5km超

△
取付道の幅員が1.5m
未満又は取付道がな
い

△
住宅用地、商業施設用
地等

△
構造物を避けずに5ha
程度確保できず、構造
物の移転が困難

△ 平均斜度が15％超 △
構成市町が所有する
土地でなく住民等から
の情報提供がない

△
運搬経費が最小エリア
の1.3倍超

△

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

施設で使用する水を確保するた
め、上水道等のインフラの整備状
況に応じて評価する

基礎要素（×1） 重要要素（×2）

総合
評価

（1）評価対象地内人口 （2）敷地面積 （3）道路状況 （4）取付道の有無 （5）土地の利用状況
（6）インフラ整備状況
（上水・簡水）

稼働後の埋立造成等の騒音や振
動等による住民生活への影響を
考え、候補地の近隣人口数に応じ
て評価する
※近隣人口数は250mメッシュの人
口分布データから判断する

敷地面積に余裕があれば施設の
配置計画や拡張性が柔軟になる
ことから、面積に応じて評価する

工事の容易性に影響するため、国
道・主要地方道からの距離に応じ
て評価する

候補地までの道路整備コストに影
響するため、国道・主要地方道か
ら候補地までの取付道の状況に
応じて評価する

土地造成及び取得の容易性に影
響するため、候補地の土地の利用
状況に応じて評価する

主要地方道や工場等の大規模構
造物については除外しているが、
その他の構造物の状況に応じて
評価する

造成費は事業に大きく影響するこ
とから、造成に影響する候補地の
平均斜度に応じて評価する
※平均斜度は250mメッシュの平均
斜度データより判断

土地取得の容易性に影響するた
め、構成市町が所有する土地か
否か、住民等からの情報提供の
状況に応じて評価する
※情報提供は、基本条件を満たす
情報のみを指し、基本条件を満た
さない情報は評価の対象としない

管内全域のごみ集積所から搬入
を受けるため、運搬経費の評価に
応じて評価する
※運搬経費の評価は、絞込み条
件で算出した結果を使用する

（7）構造物 （8）土地造成の容易性 （9）土地取得の容易性 （10）運搬経費の経済性
比較項目

候補対象地

一関市 169 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 48

一関市 171 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 48

一関市 176 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 48

一関市 185 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ◎ 10 △ 2 △ 2 48

一関市 194 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ○ 6 48

一関市 205 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 48

一関市 221 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ○ 6 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 48

一関市 230 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 48

一関市 236 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 48

一関市 6 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 46

一関市 19 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 46

一関市 26 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 46

一関市 38 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 46

一関市 39 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 46

一関市 45 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 46

一関市 46 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 46

一関市 51 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 ○ 6 ○ 6 △ 2 46

一関市 58 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 46

一関市 68 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 46

一関市 97 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 46

一関市 102 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 6 ○ 6 △ 2 ◎ 10 46

一関市 146 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 46

一関市 152 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 6 ○ 6 △ 2 ○ 6 46

一関市 174 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 46

一関市 175 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 46

一関市 178 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 46

一関市 181 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 46

一関市 190 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 46

一関市 191 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 46

一関市 197 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 ○ 6 △ 2 46
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対象地内人口が10人
以下

◎ 対象面積が12ha以上 ◎
国道・主要地方道から
の距離が1km以内

◎
取付道の幅員が3m以
上

◎
空地、未利用地（工業
団地内の区画を含む）

◎
上水道等の給水エリア
内

◎
構造物を避けて5ha程
度確保可能

◎ 平均斜度が9％以下 ◎
構成市町が所有する
土地であり且つ住民等
からの情報提供がある

◎
運搬経費が最小エリア
の1.2倍以下

◎

対象地内人口が11人
以上30人以下

○
対象面積が6ha以上
12ha未満

○
国道・主要地方道から
の距離が1km以内距離
が1km超1.5km以下

○
取付道の幅員が1.5m
以上3m未満

○
工場用地（施設敷を除
く）、山林、農地等

○
上水道等の給水エリア
外

○
構造物を避けずに5ha
確保できないが、構造
物の移転が可能

○
平均斜度が9％超15％
以下

○
構成市町が所有する
土地である又は住民等
かたの情報提供がある

○
運搬経費が最小エリア
の1.2倍超1.3倍以下

○

対象地内人口が31人
以上

△ 対象面積が6ha未満 △
国道・主要地方道から
の距離が1.5km超

△
取付道の幅員が1.5m
未満又は取付道がな
い

△
住宅用地、商業施設用
地等

△
構造物を避けずに5ha
程度確保できず、構造
物の移転が困難

△ 平均斜度が15％超 △
構成市町が所有する
土地でなく住民等から
の情報提供がない

△
運搬経費が最小エリア
の1.3倍超

△

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

施設で使用する水を確保するた
め、上水道等のインフラの整備状
況に応じて評価する

基礎要素（×1） 重要要素（×2）

総合
評価

（1）評価対象地内人口 （2）敷地面積 （3）道路状況 （4）取付道の有無 （5）土地の利用状況
（6）インフラ整備状況
（上水・簡水）

稼働後の埋立造成等の騒音や振
動等による住民生活への影響を
考え、候補地の近隣人口数に応じ
て評価する
※近隣人口数は250mメッシュの人
口分布データから判断する

敷地面積に余裕があれば施設の
配置計画や拡張性が柔軟になる
ことから、面積に応じて評価する

工事の容易性に影響するため、国
道・主要地方道からの距離に応じ
て評価する

候補地までの道路整備コストに影
響するため、国道・主要地方道か
ら候補地までの取付道の状況に
応じて評価する

土地造成及び取得の容易性に影
響するため、候補地の土地の利用
状況に応じて評価する

主要地方道や工場等の大規模構
造物については除外しているが、
その他の構造物の状況に応じて
評価する

造成費は事業に大きく影響するこ
とから、造成に影響する候補地の
平均斜度に応じて評価する
※平均斜度は250mメッシュの平均
斜度データより判断

土地取得の容易性に影響するた
め、構成市町が所有する土地か
否か、住民等からの情報提供の
状況に応じて評価する
※情報提供は、基本条件を満たす
情報のみを指し、基本条件を満た
さない情報は評価の対象としない

管内全域のごみ集積所から搬入
を受けるため、運搬経費の評価に
応じて評価する
※運搬経費の評価は、絞込み条
件で算出した結果を使用する

（7）構造物 （8）土地造成の容易性 （9）土地取得の容易性 （10）運搬経費の経済性
比較項目

候補対象地

一関市 206 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 46

一関市 207 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 46

一関市 2 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 44

一関市 17 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 44

一関市 18 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 6 ○ 6 △ 2 ○ 6 44

一関市 20 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 44

一関市 22 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ◎ 10 44

一関市 28 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 44

一関市 34 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 44

一関市 35 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 44

一関市 36 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 44

一関市 61 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 ○ 6 ◎ 10 44

一関市 148 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ○ 6 44

一関市 158 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 44

一関市 159 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 44

一関市 170 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 44

一関市 177 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 44

一関市 182 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 44

一関市 202 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 44

一関市 210 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 44

一関市 214 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ○ 6 44

一関市 234 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 44

平泉町 12 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 42

一関市 27 ○ 3 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 42

一関市 43 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 42

一関市 50 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 42

一関市 72 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 42

一関市 94 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 42

一関市 96 △ 1 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 42

一関市 106 ◎ 5 △ 1 △ 1 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ◎ 10 42
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対象地内人口が10人
以下

◎ 対象面積が12ha以上 ◎
国道・主要地方道から
の距離が1km以内

◎
取付道の幅員が3m以
上

◎
空地、未利用地（工業
団地内の区画を含む）

◎
上水道等の給水エリア
内

◎
構造物を避けて5ha程
度確保可能

◎ 平均斜度が9％以下 ◎
構成市町が所有する
土地であり且つ住民等
からの情報提供がある

◎
運搬経費が最小エリア
の1.2倍以下

◎

対象地内人口が11人
以上30人以下

○
対象面積が6ha以上
12ha未満

○
国道・主要地方道から
の距離が1km以内距離
が1km超1.5km以下

○
取付道の幅員が1.5m
以上3m未満

○
工場用地（施設敷を除
く）、山林、農地等

○
上水道等の給水エリア
外

○
構造物を避けずに5ha
確保できないが、構造
物の移転が可能

○
平均斜度が9％超15％
以下

○
構成市町が所有する
土地である又は住民等
かたの情報提供がある

○
運搬経費が最小エリア
の1.2倍超1.3倍以下

○

対象地内人口が31人
以上

△ 対象面積が6ha未満 △
国道・主要地方道から
の距離が1.5km超

△
取付道の幅員が1.5m
未満又は取付道がな
い

△
住宅用地、商業施設用
地等

△
構造物を避けずに5ha
程度確保できず、構造
物の移転が困難

△ 平均斜度が15％超 △
構成市町が所有する
土地でなく住民等から
の情報提供がない

△
運搬経費が最小エリア
の1.3倍超

△

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

施設で使用する水を確保するた
め、上水道等のインフラの整備状
況に応じて評価する

基礎要素（×1） 重要要素（×2）

総合
評価

（1）評価対象地内人口 （2）敷地面積 （3）道路状況 （4）取付道の有無 （5）土地の利用状況
（6）インフラ整備状況
（上水・簡水）

稼働後の埋立造成等の騒音や振
動等による住民生活への影響を
考え、候補地の近隣人口数に応じ
て評価する
※近隣人口数は250mメッシュの人
口分布データから判断する

敷地面積に余裕があれば施設の
配置計画や拡張性が柔軟になる
ことから、面積に応じて評価する

工事の容易性に影響するため、国
道・主要地方道からの距離に応じ
て評価する

候補地までの道路整備コストに影
響するため、国道・主要地方道か
ら候補地までの取付道の状況に
応じて評価する

土地造成及び取得の容易性に影
響するため、候補地の土地の利用
状況に応じて評価する

主要地方道や工場等の大規模構
造物については除外しているが、
その他の構造物の状況に応じて
評価する

造成費は事業に大きく影響するこ
とから、造成に影響する候補地の
平均斜度に応じて評価する
※平均斜度は250mメッシュの平均
斜度データより判断

土地取得の容易性に影響するた
め、構成市町が所有する土地か
否か、住民等からの情報提供の
状況に応じて評価する
※情報提供は、基本条件を満たす
情報のみを指し、基本条件を満た
さない情報は評価の対象としない

管内全域のごみ集積所から搬入
を受けるため、運搬経費の評価に
応じて評価する
※運搬経費の評価は、絞込み条
件で算出した結果を使用する

（7）構造物 （8）土地造成の容易性 （9）土地取得の容易性 （10）運搬経費の経済性
比較項目

候補対象地

一関市 123 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 42

一関市 135 ○ 3 ○ 3 △ 1 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 ○ 6 42

一関市 145 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ○ 6 42

一関市 192 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ○ 6 42

一関市 211 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ○ 6 42

一関市 216 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ○ 6 ○ 6 ○ 6 42

一関市 223 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 42

一関市 227 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 42

一関市 231 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 42

一関市 232 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 42

一関市 237 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 42

平泉町 11 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 40

一関市 15 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ○ 6 40

一関市 53 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 40

一関市 71 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 40

一関市 76 ○ 3 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 40

一関市 80 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 40

一関市 88 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 2 △ 2 △ 2 ◎ 10 40

一関市 92 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 40

一関市 105 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 40

一関市 122 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 40

一関市 127 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 40

一関市 163 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 △ 2 40

一関市 166 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 △ 2 40

一関市 180 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 40

一関市 195 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ○ 6 40

一関市 203 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 40

一関市 204 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 40

一関市 212 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 ○ 6 △ 2 △ 2 40

一関市 228 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 40
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対象地内人口が10人
以下

◎ 対象面積が12ha以上 ◎
国道・主要地方道から
の距離が1km以内

◎
取付道の幅員が3m以
上

◎
空地、未利用地（工業
団地内の区画を含む）

◎
上水道等の給水エリア
内

◎
構造物を避けて5ha程
度確保可能

◎ 平均斜度が9％以下 ◎
構成市町が所有する
土地であり且つ住民等
からの情報提供がある

◎
運搬経費が最小エリア
の1.2倍以下

◎

対象地内人口が11人
以上30人以下

○
対象面積が6ha以上
12ha未満

○
国道・主要地方道から
の距離が1km以内距離
が1km超1.5km以下

○
取付道の幅員が1.5m
以上3m未満

○
工場用地（施設敷を除
く）、山林、農地等

○
上水道等の給水エリア
外

○
構造物を避けずに5ha
確保できないが、構造
物の移転が可能

○
平均斜度が9％超15％
以下

○
構成市町が所有する
土地である又は住民等
かたの情報提供がある

○
運搬経費が最小エリア
の1.2倍超1.3倍以下

○

対象地内人口が31人
以上

△ 対象面積が6ha未満 △
国道・主要地方道から
の距離が1.5km超

△
取付道の幅員が1.5m
未満又は取付道がな
い

△
住宅用地、商業施設用
地等

△
構造物を避けずに5ha
程度確保できず、構造
物の移転が困難

△ 平均斜度が15％超 △
構成市町が所有する
土地でなく住民等から
の情報提供がない

△
運搬経費が最小エリア
の1.3倍超

△

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

施設で使用する水を確保するた
め、上水道等のインフラの整備状
況に応じて評価する

基礎要素（×1） 重要要素（×2）

総合
評価

（1）評価対象地内人口 （2）敷地面積 （3）道路状況 （4）取付道の有無 （5）土地の利用状況
（6）インフラ整備状況
（上水・簡水）

稼働後の埋立造成等の騒音や振
動等による住民生活への影響を
考え、候補地の近隣人口数に応じ
て評価する
※近隣人口数は250mメッシュの人
口分布データから判断する

敷地面積に余裕があれば施設の
配置計画や拡張性が柔軟になる
ことから、面積に応じて評価する

工事の容易性に影響するため、国
道・主要地方道からの距離に応じ
て評価する

候補地までの道路整備コストに影
響するため、国道・主要地方道か
ら候補地までの取付道の状況に
応じて評価する

土地造成及び取得の容易性に影
響するため、候補地の土地の利用
状況に応じて評価する

主要地方道や工場等の大規模構
造物については除外しているが、
その他の構造物の状況に応じて
評価する

造成費は事業に大きく影響するこ
とから、造成に影響する候補地の
平均斜度に応じて評価する
※平均斜度は250mメッシュの平均
斜度データより判断

土地取得の容易性に影響するた
め、構成市町が所有する土地か
否か、住民等からの情報提供の
状況に応じて評価する
※情報提供は、基本条件を満たす
情報のみを指し、基本条件を満た
さない情報は評価の対象としない

管内全域のごみ集積所から搬入
を受けるため、運搬経費の評価に
応じて評価する
※運搬経費の評価は、絞込み条
件で算出した結果を使用する

（7）構造物 （8）土地造成の容易性 （9）土地取得の容易性 （10）運搬経費の経済性

比較項目

候補対象地

一関市 14 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 1 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 ○ 6 38

一関市 16 ◎ 5 ○ 3 △ 1 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 38

一関市 30 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 38

一関市 52 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 38

一関市 73 △ 1 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 38

一関市 98 △ 1 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 38

一関市 120 △ 1 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ◎ 10 38

一関市 155 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ○ 6 38

一関市 161 ○ 3 ○ 3 ○ 3 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 ○ 6 38

一関市 179 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 38

一関市 10 ○ 3 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 △ 2 ○ 6 ○ 6 36

一関市 32 ◎ 5 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 △ 2 △ 2 ○ 6 36

一関市 116 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 △ 2 △ 2 ◎ 10 36

一関市 167 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 △ 2 36

一関市 168 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ◎ 10 △ 2 △ 2 36

一関市 198 ◎ 5 △ 1 ○ 3 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ○ 6 ○ 6 △ 2 36

一関市 13 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ○ 3 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ○ 6 34

一関市 63 △ 1 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 △ 2 △ 2 ◎ 10 34

一関市 156 ○ 3 △ 1 ○ 3 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ○ 6 34

一関市 172 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 △ 2 34

一関市 200 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 ○ 3 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 △ 2 34

一関市 229 ◎ 5 △ 1 ○ 3 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 10 △ 2 △ 2 △ 2 34

一関市 201 ○ 3 △ 1 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 △ 2 32

一関市 24 ◎ 5 ○ 3 △ 1 ○ 3 △ 1 ◎ 5 △ 2 △ 2 △ 2 ○ 6 30

一関市 136 ○ 3 △ 1 △ 1 △ 1 ○ 3 ◎ 5 △ 2 ○ 6 △ 2 ○ 6 30

一関市 157 ◎ 5 △ 1 ○ 3 △ 1 ○ 3 ◎ 5 △ 2 △ 2 △ 2 ○ 6 30

平泉町 1 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 △ 2 △ 2 △ 2 28

一関市 238 △ 1 ○ 3 ◎ 5 ◎ 5 △ 1 ◎ 5 △ 2 △ 2 △ 2 △ 2 28

一関市 226 ◎ 5 ○ 3 △ 1 △ 1 ○ 3 ◎ 5 △ 2 △ 2 △ 2 △ 2 26
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第２次選定結果

国土地理院の電子地形図（タイル）に候補地の位置を追記して掲載
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第３次選定評価①評価結果 
候補地
№ 

第２次
選定比
較評価

第３次選定評価①
総計技術面の評価 土地利用面の評価 経済面の評価 土地権利面の評価 その他考慮すべき事項

合計
×1.0 ×0.5 ×1.5 ×1.5 ×0.5

60 56 

点数 △1 ×1.0＝△1.0 △1 ×0.5＝△0.5 0 ×1.5＝0.0 1 ×1.5＝1.5 0 ×0.5＝0.0

0.0 56.0
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.378
・敷地造成面積：59,200 ㎡
・取付道路延長：360ｍ 

・所有者数：１人 
・地上権設定地有 

82 58 

点数 △1 ×1.0＝△1.0 1 ×0.5＝0.5 0 ×1.5＝0.0 1 ×1.5＝1.5 0 ×0.5＝0.0

1.0 59.0
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.164
・敷地造成面積：60,500 ㎡
・取付道路延長：360ｍ 

・所有者数：４人
・未相続・筆界未定・共有の土
地の名義数：２人 
・地上権設定利有 

89 56 

点数 0 ×1.0＝0.0 1 ×0.5＝0.5 1 ×1.5＝1.5 △1 ×1.5＝△1.5 0 ×0.5＝0.0

0.5 56.5
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△ 
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 

・陰地割合：0.167
・敷地造成面積：53,100 ㎡
・取付道路延長：680ｍ 

・所有者数：７人
・遠隔地在住の所有者数：５人
・未相続・筆界未定・共有の土
地の名義数：５人 
・地役権設定地有 

93 56 

点数 △1 ×1.0＝△1.0 0 ×0.5＝0.0 2 ×1.5＝3.0 1 ×1.5＝1.5 0 ×0.5＝0.0

3.5 59.5
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.194
・敷地造成面積：50,500 ㎡
・取付道路延長：430ｍ 

・所有者数：８人 

95 56 

点数 △2 ×1.0＝△2.0 0 ×0.5＝0.0 1 ×1.5＝1.5 1 ×1.5＝1.5 0 ×0.5＝0.0

1.0 57.0
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：△ 
・微地形の変化：× 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.329
・敷地造成面積：61,600 ㎡
・取付道路改良不要 

・所有者数：５人 
・遠隔地在住の所有者数：２人

・工業団地に近接 
・近隣に神社及び寺あり

113 60 

点数 △1 ×1.0＝△1.0 △1 ×0.5＝△0.5 0 ×1.5＝0.0 △1 ×1.5＝△1.5 1 ×0.5＝0.5

△2.5 57.5
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.400
・敷地造成面積：60,700 ㎡
・取付道路延長：590ｍ 

・所有者数：15人
・遠隔地在住の所有者数：１人
・未相続・筆界未定・共有の土
地の名義数：８人 

・近隣に太陽光発電施設
あり 

118 56 

点数 0 ×1.0＝0.0 0 ×0.5＝0.0 △1 ×1.5＝△1.5 △1 ×1.5＝△1.5 0 ×0.5＝0.0

△3.0 53.0
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 

・陰地割合：0.342
・敷地造成面積：64,400 ㎡
・取付道路延長：220ｍ 

・所有者数：13 人 
・遠隔地在住の所有者数：１人

119 56 

点数 0 ×1.0＝0.0 0 ×0.5＝0.0 1 ×1.5＝1.5 0 ×1.5＝0.0 0 ×0.5＝0.0

1.5 57.5
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△ 
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 

・陰地割合：0.296
・敷地造成面積：63,000 ㎡
・取付道路改良不要 

・所有者数：10人
・遠隔地在住の所有者数：３人
・未相続・筆界未定・共有の土
地の名義数：４人 

130 56 

点数 △2 ×1.0＝△2.0 △1 ×0.5＝△0.5 △2 ×1.5＝△3.0 0 ×1.5＝0.0 0 ×0.5＝0.0

△5.5 50.5
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：× 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.400
・敷地造成面積：58,500 ㎡
・取付道路延長：1,000ｍ 

・所有者数：11 人 
・未相続・筆界未定・共有の土
地の名義数：２人 

139 56 

点数 △2 ×1.0＝△2.0 2 ×0.5＝1.0 2 ×1.5＝3.0 0 ×1.5＝0.0 0 ×0.5＝0.0

2.0 58.0
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：× 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.000
・敷地造成面積：61,200 ㎡
・取付道路改良不要 

・所有者数：10 人 
・遠隔地在住の所有者数：１人

141 56 

点数 △2 ×1.0＝△2.0 1 ×0.5＝0.5 △2 ×1.5＝△3.0 △1 ×1.5＝△1.5 0 ×0.5＝0.0

△6.0 50.0
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：× 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.091
・敷地造成面積：57,100 ㎡
・取付道路延長：950ｍ 

・所有者数：14 人 
・遠隔地在住の所有者数：１人

154 56 

点数 △1 ×1.0＝△1.0 △1 ×0.5＝△0.5 2 ×1.5＝3.0 0 ×1.5＝0.0 0 ×0.5＝0.0

1.5 57.5
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.383
・敷地造成面積：56,700 ㎡
・取付道路改良不要 

・所有者数：13 人 

199 56 

点数 △1 ×1.0＝△1.0 0 ×0.5＝0.0 △1 ×1.5＝△1.5 2 ×1.5＝3.0 0 ×0.5＝0.0

0.5 56.5
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.342
・敷地造成面積：61,900 ㎡
・取付道路延長：530ｍ 

・所有者数：６人 

215 58 

点数 0 ×1.0＝0.0 0 ×0.5＝0.0 △1 ×1.5＝△1.5 0 ×1.5＝0.0 0 ×0.5＝0.0

△1.5 56.5
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 

・陰地割合：0.363
・敷地造成面積：57,800 ㎡
・取付道路延長：670ｍ 

・所有者数：14 人 
・地役権設定地有 

218 58 

点数 △1 ×1.0＝△1.0 0 ×0.5＝0.0 1 ×1.5＝1.5 1 ×1.5＝1.5 0 ×0.5＝0.0

2.0 60.0
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：△ 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.275
・敷地造成面積：56,500 ㎡
・取付道路延長：530ｍ 

・所有者数：９人 

219 56 

点数 △2 ×1.0＝△2.0 △2 ×0.5＝△1.0 △1 ×1.5＝△1.5 △2 ×1.5＝△3.0 0 ×0.5＝0.0

△7.5 48.5
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：× 
・微地形の変化：× 
※地形の不安要素あり

・陰地割合：0.536
・敷地造成面積：64,900 ㎡
・取付道路延長：240ｍ 

・所有者数：138 人
・遠隔地在住の所有者数：６人
・未相続・筆界未定・共有の土
地の名義数：128 人 

222 56 

点数 2 ×1.0＝2.0 1 ×0.5＝0.5 0 ×1.5＝0.0 1 ×1.5＝1.5 0 ×0.5＝0.0

4.0 60.0
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：○
・盛土流用：○ 
・微地形の変化：○ 

・陰地割合：0.074
・敷地造成面積：57,200 ㎡
・取付道路延長：360ｍ 

・所有者数：４人 
・遠隔地在住の所有者数：１人

225 56 

点数 2 ×1.0＝2.0 1 ×0.5＝0.5 △1 ×1.5＝△1.5 2 ×1.5＝3.0 0 ×0.5＝0.0

4.0 60.0
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：○
・盛土流用：○ 
・微地形の変化：○ 

・陰地割合：0.091
・敷地造成面積：56,500 ㎡
・取付道路延長：1,200ｍ 

・所有者数：１人 

233 56 

点数 1 ×1.0＝1.0 0 ×0.5＝0.0 1 ×1.5＝1.5 1 ×1.5＝1.5 0 ×0.5＝0.0

4.0 60.0
ｺﾒﾝﾄ

・基盤岩：△
・盛土流用：△ 
・微地形の変化：△ 

・陰地割合：0.315
・敷地造成面積：59,800 ㎡
・取付道路延長：250ｍ 

・所有者数：５人
・遠隔地在住の所有者数：１人
・地役権設定地有 

が現地調査対象候補地 
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第３次選定相対評価結果表

第２次選定

委員A 委員B 委員C 委員D 委員E 委員F 委員G
平均

（C）

１ 自然環境面の評価 ア 3 △ 2 △ 1 0 0 0 0 0.0

２ 生活環境面の評価 イ 2 1 0 0 0 0 △ 1 0.3

３ 総合評価 ウ 2 △ 2 △ 1 0 △ 2 0 1 △ 0.3

9 △ 5 △ 3 0 △ 4 0 1 △ 0.3

１ 自然環境面の評価 ア 2 2 △ 1 0 0 △ 1 0 0.3

２ 生活環境面の評価 イ 1 1 0 0 0 △ 1 △ 1 0.0

３ 総合評価 ウ 1 1 △ 1 0 0 △ 1 2 0.3

5 5 △ 3 0 0 △ 4 3 0.9

１ 自然環境面の評価 ア 2 1 △ 1 0 0 △ 3 0 △ 0.1

２ 生活環境面の評価 イ 2 2 0 0 1 △ 1 0 0.6

３ 総合評価 ウ 0 2 0 1 1 △ 2 1 0.4

4 7 △ 1 2 3 △ 8 2 1.3

１ 自然環境面の評価 ア 3 △ 2 1 0 △ 1 0 0 0.1

２ 生活環境面の評価 イ 2 1 1 0 0 0 0 0.6

３ 総合評価 ウ 1 △ 1 1 △ 1 △ 1 0 1 0.0

7 △ 3 4 △ 2 △ 3 0 2 0.7

１ 自然環境面の評価 ア 2 3 △ 1 1 1 0 0 0.9

２ 生活環境面の評価 イ 1 2 1 0 1 △ 1 0 0.6

３ 総合評価 ウ 0 2 1 2 1 △ 1 3 1.1

3 9 2 5 4 △ 3 6 3.7

１ 自然環境面の評価 ア 2 △ 1 1 △ 1 △ 1 △ 1 0 △ 0.1

２ 生活環境面の評価 イ 1 △ 2 1 0 △ 2 △ 1 0 △ 0.4

３ 総合評価 ウ △ 2 △ 2 1 △ 1 △ 1 △ 1 0 △ 0.9

△ 1 △ 7 4 △ 3 △ 5 △ 4 0 △ 2.3

１ 自然環境面の評価 ア 2 2 2 0 1 0 0 1.0

２ 生活環境面の評価 イ 2 2 2 0 1 △ 1 0 0.9

３ 総合評価 ウ 1 3 2 2 1 △ 1 3 1.6

6 10 8 4 4 △ 3 6 5.1

候補地

№

第３次選定

総計

A+B+C
比較評価

（A）

評価①

（B）

評価②

項目

82 58 1.0 58.7

93 56 3.5 60.4

合計(ア+イ+ウ×2)

合計(ア+イ+ウ×2)

139 56 2.0 59.3

218 58 2.0 60.7

合計(ア+イ+ウ×2)

合計(ア+イ+ウ×2)

222 56 4.0 63.7

225 56 4.0 57.7

合計(ア+イ+ウ×2)

合計(ア+イ+ウ×2)

233 56 4.0 65.1

合計(ア+イ+ウ×2)
5
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第３次選定結果

国土地理院の電子地形図（タイル）に候補地の位置を追記して掲載
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 別紙２  

［ 候補地選定委員会の検討状況及び今後のスケジュール] 

年月 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設整備候補地選定委員会 年月 一般廃棄物最終処分場整備候補地選定委員会

H30. ３ H30. ３ 第１回選定委員会（ 3/19）  〇整備計画及び候補地選定手順について協議 

〇第１ 次選定条件について協議      

. ４ . ４

. ５ . ５ 第２ 回選定委員会（ 5/23）  〇第１ 次選定条件について協議 

. ６ . ６

. ７ . ７ 第３ 回選定委員会（ 7/2）  〇第１ 次選定条件について協議 

（ 自然的特性条件18項目、 社会的特性条件７項目）  

〇第２ 次選定条件等について協議 

. ８ . ８

. ９ 第１ 回選定委員会（ 9/12）  〇整備計画及び候補地選定手順について協議      . ９ 第４ 回選定委員会（ 9/12）  〇候補地選定手順について見直し 

〇第１ 次選定結果を決定 

（ 全体面積の20. 3％、 26, 817. 8haまで絞り込んだ）  

（ 593エリア、 [最大704. 4ha、 最小4. 2ha] ）  

〇第２ 次選定条件等について協議 

. 10 . 10

. 11 第２ 回選定委員会（ 11/ 7）  〇整備候補地の条件について確認 

〇第１ 次選定条件について協議 

（ 自然的特性条件18項目、 社会的特性条件６項目）  

. 11

. 12 第３ 回選定委員会（ 12/17）  〇第１ 次選定結果を決定 

（ 全体面積の57. 15％、 約75, 427. 2haに絞込んだ）  

〇候補地の情報提供を求めることについて決定 

〇第２ 次選定条件等について協議 

. 12 第５回選定委員会（ 12/17）  〇候補地の情報提供を求めることについて決定 

〇第２ 次選定条件等について協議 

（ 除外条件項目８項目、 比較評価項目10項目）  

H31. １ H31. １

. ２ . ２

. ３ 第４ 回選定委員会（ 3/4）  〇第２ 次選定条件等について協議 

（ 除外条件項目７ 項目、 比較評価項目10項目）  

. ３

. ４ . ４

R01. ５ 第５回選定委員会（ 5/24）  〇第２ 次選定結果を決定 

（ 候補地として19か所を選定した）  

R01. ５ 第６回選定委員会（ 5/24）  〇第２ 次選定結果を決定 

（ 候補地として19か所を選定した）  

. ６ . ６

. ７ 第６ 回選定委員会 〇第３ 次選定条件等について協議 . ７ 第７ 回選定委員会 〇第３ 次選定条件等について協議 

. ８ . ８

. ９ . ９

. 10 第７ 回選定委員会 〇第３ 次選定結果を決定 

（ 候補地を３～５ か所程度に絞り込む）  

. 10 第８回選定委員会 〇第３ 次選定結果を決定 

（ 候補地を３～５か所程度に絞り込む）  

情報提供募集 
12/25 3/29 

情報提供募集 
12/25 3/29 

現地調査 現地調査 
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1 

一関地区広域行政組合エネルギー回収型一般廃棄物処理施設整備候補地選定委員

会設置要綱 

平成30年８月13日 

一関地区広域行政組合告示第36号 

（設置） 

第１ 平成29年３月に策定した廃棄物処理基本構想に基づくエネルギー回収型廃棄物処理

施設及び関連施設（以下「施設等」という。）の整備候補地の選定等を行うため、一関地

区広域行政組合エネルギー回収型一般廃棄物処理施設整備候補地選定委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２ 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 施設等の整備候補地の選定に関すること。 

 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３ 委員会は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。 

 学識経験者 

 その他管理者が必要と認める者 

（任期） 

第４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５ 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選とする。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６ 会議は、管理者が招集する。 

２ 委員会の会議は、半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員会の議事は、議長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

（委員の守秘義務） 

2 

第７ 委員は、候補地の選定等の過程で知り得た事実、情報等のうち、個人、法人及びそ

の他の団体の権利利益を害するおそれがあるもの並びに事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるものを他人に漏らしてならない。 

（庶務） 

第８ 委員会の庶務は、総務管理課において行う。 

（補則） 

第９ この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定

める。 

   制定文（抄）（平成30年８月13日告示第36号） 

 平成30年９月１日から施行する。 
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